






FIS＿安心駆けつけサー ビス＿チラシ裏面 1枚のサイズ：210x99mm

□ 

□ 

給排水管やトイレの詰まり、

外出時のカギの紛失などでお困りのとき

24時間 365 日対応いたします
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1．サービス全般

①このサーピスは、「賃貸のほけん・ ワイド（住居専用）」「賃貸のほけん（住居専用）」にこ加入いただいたお客様

のみがご利用いただける「付帯サービス」です。

②このサービスは、対象の保険契約における入居物件のうち、被保険者が専有•占有する居住部分を対象としま

す。原因箇所が共有部分（ベランダ、壁の内部、天井衷を含みます）に及ぶ場合はサーピスの対象外となります。

③設備不良故障などのトラブル以外の作業はサービス対象外となります。（例：洗濯機等の家財を搬入・搬出す

るためのドア外しやドア取り付け、照明器具のカパー蒲脱、浴槽エプロンの取り外し等）

©-次対応に駆けつけるスタッフは、お客様こ指定の部品や特殊な部材は所持しておりませんのでこ了承ください。

⑤吹き抜けや高所天井等の高所作業にかかる足場の料金はお客様負担となります。

⑧原因箇所が共用部分に及ぶ場合は、対応ができない場合がこざいます。

⑦このサービスは日本国内でのみ適用されますが、一部の離島等の地域では、このサーピスの提供ができな

い場合があります。

⑧サーピスを受けられる期間は、保険契約の補信期間内です。

⑨このサービスは、お客様の故意または重大な過失によって生じたトラブル、地震•噴火またはこれらによる津波、降

灰等を原因とする場合戦争または暴動を原因とする場合および風災や水災などの自然災害を原因とする場合に

は提供することができません。また、お客様こ自身で業者を手配された場合は、このサービスの対象外となります。

⑩このサービスをこ利用される場合は、必す「フレックス生活安心駆けつけサービス」専用ダイヤルまでご畠絡

下さい。事前にこ連絡がなく業者を手配された場合は、本サービスの対象外となります。

⑪このサービスのこ利用後に、本サーピスの対象のこ契約にこ加入いただいていない、またはサービスを受け

られる期間外であることが判明した場合は後日、費用を請求させていただきます。

⑫交通事情、気象状況等により、サービスの着手にお時問がかかる場合またはサーピスの提供ができない場合

があります。

⑬本サービスでは、部品交換や特殊対応が不要な30分程度の応急処匿をおこないます。したがって、部品交換

や特殊対応が必要な作業、30分を超える超過作業およびサーピス提供範囲外の作業をおこなう場合の費用

は、お客様のこ負担となります。

⑭サービス内容が予告なく変更される場合等がありますので、あらかじめこ了承願います。

⑮当社は契約者がその有効期間中に本サーピスを利用できなかったことによって発生した不利益等に関して、
一切の責任を負いません。

2．水まわりのトラブル

①ド孔パ吋台所・浴室·洗面所等の給排水管の詰まり、蛇ロ ・排水バイプ等からの水漏れが生じた場合に提携棠者

の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処置を実施します。（部品交換等を伴う本格的な

修理にかかる費用については、サービスの対象外となりお客さまのこ負担となります。）

②応急処置に必要な費用には、出張費•作業代を含み、バッキン等の部品代を除きます。

③部品交換に関する部品代•作業代等の費用はお客さまのこ負担となります。

④便器等の脱着作業に関する費用はお客さまのこ負担となります。

⑤マンションやアバート等の集合住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生じた詰まり、水漏れ

は本サービスの対象外となります。

⑥給排水管の凍結を原因とする場合は本サービスの対象外となります。

⑦屋外の水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サービスの対象外となります。

⑧機能付き便座エアコン・給湯器等、電気設備に関わる水のトラブルは本サービスの対象外となります。

3．カギのトラブル

①カギを紛失した場合等に提携会社の手配を行い、玄関の解錠作業を行います。

②解錠のこ依頼Iよ契約者または被保険者から入電があった場合のみお受けいたします。

③お客さまこ自身の写真付き身分証明の開示ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくこ

とがあります。

④サーピスの対象は玄関の錠に限ります。建物内のドアの解錠、物置・倉庫などの解錠は本サービスの対象外

となります。 また、マンションやアパート等の集合住宅における共用部分のエントランス等の解錠も対象外と

なります。

⑥錠およびドアの種類によっては解錠作業ができない場合があります。

⑥解錠には警察の立ち合いを求める場合があります。

⑦居室内からの玄関の解錠依頼は本サービスの対象外となります。

⑧お客さまこ自身で取り付けられた錠の解錠については、本サーピスの対象外となります。

4ガラスのトラブル

①外気とお部屋を区切るガラス製の窓もしくはガラス付きドアが破損、ひび割れの場合に清掃及び養生を行います。

②養生作業とはベニア板などで補強し雨風を防ぐ作業となります。速やかに管理会社および所有者へのご皇絡

をお願いします。

③台風などの自然災害を原因とするトラブルは本サービスの対象外となります。

④天窓など高所作業のトラブルは本サービスの対象外となります。

給排水管やトイレの詰まり、

外出時のカギの紛失などでお困りのとき

24時間 365 日対応いたします
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1．サービス全般

①このサービスは、「賃貸のほけん・ワイド（住居専用）」「賃貸のほけん（住居専用）」にこ加入いただいたお客様

のみがご利用いただける「付帯サービスJです。

②このサーピスは、対象の保険契約における入居物件のうち、被保険者が専有・占有する居住部分を対象としま

す。原因箇所が共有部分（ベランダ、壁の内部、天井襄を含みます）に及ぶ場合はサーピスの対象外となります。

③設備不良・故障などのトラブル以外の作業はサービス対象外となります。（例：洗濯機等の家財を搬入•搬出す

るためのドア外しやドア取り付け、照明器具のカパー着脱、浴槽エブロンの取り外し等）

④一次対応に駆けつけるスタッフは、お客様こ指定の部品や特殊な部材は所持しておりませんのでこ了承ください。

碑き抜けや高所天井等の高所作業にかかる足場の料金はお客様負担となります。

⑧原因箇所が共用部分に及ぷ場合は、対応ができない場合がこざいます。

⑦このサービスは、日本国内でのみ適用されますが、一部の離島等の地域では、このサーピスの提供ができな

い場合があります。

⑧サービスを受けられる期間は、保険契約の補信期間内です。

⑨このサー ピスは、お客様の故意または重大な過失によって生じたトラブル、地震・噴火またはこれらによる津波、降

灰等を原因とする場合戦争または暴動を原因とする場合および風災や水災などの自然災害を原因とする場合に

は提供することができません。また、お客様こ自身で業者を手配された場合は、このサービスの対象外となります。

⑩このサービスをご利用される場合は、必す「フレックス生活安心躯けつけサービス」専用ダイヤルまでこ連絡

下さい。事前にこ連絡がなく業者を手配された場合は、本サーピスの対象外となります。

⑪このサーピスのこ利用後に、本サービスの対象のご契約にこ加入いただいていない、またはサーピスを受け

られる期間外であることが判明した場合は後日、費用を請求させていただきます。

⑫交通事情、気象状況等により、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサーピスの提供ができない場合

があります。

⑱本サービスでは部品交換や特殊対応が不要な30分程度の応急処国をおこないます。したがって、部品交換

や特殊対応が必要な作業、30分を超える超過作業およびサーピス提供範囲外の作業をおこなう場合の費用

は、お客様のご負担となります。

⑭サービス内容が予告なく変更される場合等がありますので、あらかじめご了承願います。

⑮当社は契約者がその有効期間中に本サーピスを利用できなかったことによって発生した不利益等に関して、
一切の貢任を負いません。

2．水まわりのトラブル

①トイレや台所・浴室•洗面所等の給排水管の詰まり、蛇口•排水バイブ等からの水漏れが生じた場合に提携業者

の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処置を実施します。（部品交換等を伴う本格的な

修理にかかる費用については、サービスの対象外となりお客さまのこ負担となります。）

②応急処匿に必要な費用には、出張費•作業代を含み、バッキン等の部品代を除きます。

③部品交換に関する部品代•作業代等の費用はお客さまのご負担となります。

④便器等の脱着作業に関する費用はお客さまのこ負担となります。

⑤マンションやアバート等の集合住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生じた詰まり、水漏れ

は本サービスの対象外となります。

⑧給排水管の凍結を原因とする場合は本サーピスの対象外となります。

⑦屋外の水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サービスの対象外となります。

⑧機能付き便座エアコン•給湯器等、電気設備に関わる水のトラブルは本サーピスの対象外となります。

3．カギのトラブル

①カギを紛失した場合等に提携会社の手配を行い、玄関の解錠作業を行います。

②解錠のこ俵頼は、契約者または被保険者から入電があった場合のみお受けいたします。

③お客さまこ自身の写真付き身分証明の開示ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくこ

とがあります。

④サーピスの対象は玄閑の錠に限ります。建物内のドアの解錠、物置•倉庫などの解錠は本サーピスの対象外

となります。 また、マンションやアパート等の集合住宅における共用部分のエントランス等の解錠も対象外と

なります。

⑥錠およびドアの種類によっては解錠作業ができない場合があります。

⑧解錠には警察の立ち合いを求める場合があります。

⑦居室内からの玄関の解錠依頼は本サーピスの対象外となります。

⑧お客さまこ自身で取り付けられた錠の解錠については、本サーピスの対象外となります。

4ガラスのトラブル

訊気とお部屋を区切るガラス製の窓もしくはガラス付きドアが破損、ひび割れの場合に清掃及び養生を行います。

②蓑生作業とはベニア板などで補強し雨風を防ぐ作業となります。速やかに管理会社および所有者へのご連絡

をお願いします。

③台風などの自然災害を原因とするトラブルは本サーピスの対象外となります。

④天窓など高所作業のトラブルは本サービスの対象外となります。

給排水管やトイレの詰まり、

外出時のカギの紛失などでお困りのとき

2ム時間 365 日対応いたします
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1．サー ビス全般

①このサーピスは、「賃貸のほけん・ワイド（住居専用）」「賃貸のほけん（住居専用）」にこ加入いただいたお客様

のみがこ利用いただける「付帯サービス」です。

②このサービスは、対象の保険契約における入居物件のうち、被保険者が専有•占有する居住部分を対象としま

す。原因箇所が共有部分（ベランダ、壁の内部、天井裏を含みます）に及ぶ場合はサーピスの対象外となります。

⑧設備不良・故障などのトラブル以外の作業はサーピス対象外となります。（例：洗濯機等の家財を搬入·搬出す

るためのドア外しやドア取り付け、照明器具のカパー蒲脱、浴槽エブロンの取り外し等）

④一次対応に駆けつけるスタッフは、お客様こ指定の部品や特殊な部材は所持しておりませんのでこ了承ください。

®吹き抜けや高所天井等の高所作業にかかる足場の料金はお客様負担となります。

⑧原因箇所が共用部分に及ぷ場合は、対応ができない場合がございます。

⑦このサービスは、日本国内でのみ適用されますが、一部の離島等の地域では、このサーピスの提供ができな

い場合があります。

⑧サービスを受けられる期間は、保険契約の補信期間内です。

⑨このサービスは、お客様の故意または重大な過失によって生じたトラブル、地震·噴火またはこれらによる津波、降

灰等を原因とする場合戦争または暴動を原因とする場合および風災や水災などの自然災害を原因とする場合に

は提供することができません。また、お客様こ自身で業者を手配された場合は、このサービスの対象外となります。

⑩このサーピスをこ利用される場合は、必す「フレックス生活安心駆けつけサービス」専用ダイヤルまでご連絡

下さい。事前にこ連絡がなく業者を手配された場合は、本サービスの対象外となります。

⑪このサービスのこ利用後に、本サービスの対象のこ契約にこ加入いただいていない、またはサーピスを受け

られる期間外であることが判明した場合は、後日、費用を請求させていただきます。

⑫交通事情、気象状況等により、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスの提供ができない場合

があります。

⑱本サーピスでは、部品交換や特殊対応が不要な30分程度の応急処置をおこないます。したがって、部品交換

や特殊対応が必要な作業、30分を超える超週作業およびサービス提供範囲外の作業をおこなう場合の費用

は、お客様のこ負担となります。

⑭サービス内容が予告なく変更される場合等がありますので、あらかじめご了承願います。

⑮当社は契約者がその有効期間中に本サービスを利用できなかったことによって発生した不利益等に関して、
一切の責任を負いません。

2．水まわりのトラブル
①トイレや台所・浴室•洗面所等の給排水管の詰まり、蛇口•排水パイブ等からの水漏れが生じた場合に提携業者

の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処国を実施します。（部品交換等を伴う本格的な

修理にかかる費用については、サービスの対象外となりお客さまのこ負担となります。）

②応急処匿に必要な費用には、出張費作業代を含み、パッキン等の部品代を除きます。

⑧部品交換に関する部品代•作業代等の費用はお客さまのこ負担となります。

④便器等の脱着作業に関する費用はお客さまのこ負担となります。

⑤マンションやアパート等の集合住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生じた詰まり、水漏れ

は本サービスの対象外となります。

⑧給排水管の凍結を原因とする場合は本サービスの対象外となります。

⑦屋外の水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サーピスの対象外となります。

⑧機能付き便座・エアコン•給湯器等、電気設備に関わる水のトラブルは本サービスの対象外となります。

3．カギのトラブル

①カギを紛失した場合等に提携会社の手配を行い、玄関の解錠作業を行います。

②解錠のこゼ嘩は、契約者または被保険者から入電があった場合のみお受けいたします。

③お客さまこ自身の写真付き身分証明の開示ができない場合には、サーピスの提供をお断りさせていただくこ

とがあります。

④サーピスの対象は玄関の錠に限ります。建物内のドアの解錠、物置倉庫などの解錠は本サービスの対象外

となります。 また、マンションやアバート等の集合住宅における共用部分のエントランス等の解錠も対象外と

なります。

⑥錠およびドアの種類によっては解錠作業ができない場合があります。

⑥解錠には、警察の立ち合いを求める場合があります。

⑦居室内からの玄関の解錠依頼は本サービスの対象外となります。

⑧お客さまこ自身で取り付けられた錠の解錠については、本サービスの対象外となります。

4ガラスのトラブル

①外気とお部屋を区切るガラス製の窓もしくはガラス付きドアが破損、ひび割れの場合に清掃及び養生を行います。

②蓑生作業とはベニア板などで補強し雨風を防ぐ作業となります。速やかに管理会社および所有者への四連絡

をお願いします。

③台風などの自然災害を原因とするトラブルは本サービスの対象外となります。

④天窓など高所作業のトラブルは本サービスの対象外となります。
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